
伊勢原市駅北口臨時駐車場の設置及び管理に関する要綱

（設置）

第１条 旧第二庁舎跡地が伊勢原駅北口Ａ街区市街地再開発事業に伴う公共駐車場として

整備されるまでの間、当該土地を暫定的に有効利用するため、自動車駐車場を設置する。

（名称及び位置）

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

伊勢原市駅北口臨時駐車場 伊勢原市伊勢原一丁目１２番１号

（供用時間等）

第３条 駐車場の供用時間は、終日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の補修、駐車場設備の保守点検その他必要

があると認めるときは、前項の供用時間を臨時に変更し、又は駐車場の全部若しくは一

部の供用を休止することができる。この場合において、市長は、あらかじめ変更しよう

とする供用時間又は休止しようとする内容を告示するものとする。

（駐車できる自動車）

第４条 駐車できる自動車は、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）

別表第１に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のも

ので、長さ５．０メートル、幅２．０メートル、高さ２．１メートルを超えないものと

する。

（駐車料金）

第５条 駐車場を使用する者（以下「利用者」という。）は、自動車１台につき、次に定

める駐車場の使用料（以下「駐車料金」という。）を納付しなければならない。ただし、

駐車場を使用するそれぞれの日における駐車料金が１，０００円を超える場合は、その

駐車料金を１，０００円とする。

区 分 駐車時間 駐車料金

午前７時から午後１０時まで ３０分ごと １００円

午後１０時から翌日の午前７時まで ６０分ごと １００円

（回数券）

第６条 市長は、必要があると認めるときは、回数券を発行することができる。

２ 前項に規定する回数券の１枚当たりの発売単価は１００円とし、発売単位は５００枚

単位とする。

３ 市長は、第１項に規定する回数券を割引して発売することができる。この場合におい

て、５００枚の購入者については券面額の２割、１，０００枚以上の購入者については



券面額の３割の割引をして得た額をもって、当該券面額の回数券の発行をすることがで

きる。

（割引認証機）

第７条 市長は、必要があると認めるときは、店舗の事業者が利用者の買い物金額に応じ

て駐車料金の一部を負担することができるよう、割引認証機を設置することができる。

２ 市長は、前項に規定する割引認証機によって割り引かれた駐車料金を、利用者が買い

物をした店舗の事業者に対して請求するものとする。

３ 前項の規定による請求を受けた事業者は、割引認証機によって駐車料金の割引がされ

た日の属する月の翌月から翌々月までの間で、市長が指定する日までに当該請求金額を

納付しなければならない。

４ 市長は、次に定める区分に応じ、第２項の規定により事業者に請求する金額を減じて

請求することができる。

区 分 請求金額の減額割合

１か月当たりの割り引かれた駐車料金の １か月当たりの割り引かれた駐車料

合計が５００，０００円を超える場合 金の合計金額に１０分の２を乗じて

得た額（１円未満の端数切捨て）

１か月当たりの割り引かれた駐車料金の １か月当たりの割り引かれた駐車料

合計が１，０００，０００円を超える場合 金の合計金額に１０分の３を乗じて

得た額（１円未満の端数切捨て）

（駐車料金の納付）

第８条 利用者は、自動車を入場させる時に利用券の交付を受け、出場させる時にこれを

提出し、駐車時間に相当する駐車料金を納付しなければならない。ただし、第７条第１

項に規定する割引認証機によって駐車料金の割引を受けた利用者は、割引適用後の駐車

料金を納付するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、回数券に係る料金は、これを発行するときに納付しなけれ

ばならない。

（駐車料金の免除）

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、駐車料金を

免除することができる。

(1) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防災活動を行うために使用する自動車

(3) 前２号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める自動車

（駐車料金の不還付）

第１０条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき

は、その全部又は一部を還付することができる。

（禁止行為）



第１１条 利用者は、駐車場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をする

こと。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

２ 市長は、前項各号に掲げる行為をした者を速やかに出場させることができる。

（損害賠償）

第１２条 利用者は、駐車場の施設、設備等を破損し、又は滅失させたときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限

りでない。

（損害の責任）

第１３条 駐車場において、災害その他不可抗力により生じた損害及び自動車相互の接触、

盗難等、市長の責めによらないで生じた損害については、市長は、当該損害の責任を負

わない。

（管理の委託）

第１４条 市長は、駐車場の管理を公共的な団体等に委託することができる。

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この駐車場の管理運営に関し必要な事項は、別

に定める。

附 則

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成１２年１１月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（令和３年２月１９日告示第１４号）

この告示は、令和３年３月１日から施行する。


